
厚生労働省では、「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、介護職員の腰痛予
防対策への啓発・指導を行っています。
令和３年度の介護報酬改定では、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善
加算の算定要件の一つである「職場環境等要件」に基づく取り組みに「介護職員の
身体負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等
導入及び研修等による腰痛対策の実施」が設けられました。
この実施についても「職場における腰痛予防対策指針」を参考とするよう周知され
ています。

「職場における腰痛予防対策指針」を参考に
介護職員の腰痛対策に取り組みましょう

座 り 直 し
車椅子に座っている利用者の座り
直しをするため、利用者の脇に手
を入れ、引き上げようとしたとこ
ろ、腰に痛みが生じた。

移 乗 介 助
ベッドから車椅子への介助で、
ベッドに座っている利用者を前屈
みになって両脇を抱え、立たせよ
うとしたところ、腰に痛みが生じ
た。

立 ち 上 が り 介 助
利用者を前屈みになって両脇を抱
え、ベッドから立たせようとした
ところ、ベッド脇が狭く、無理な
姿勢となり、腰に痛みが生じた。

腰痛予防対策のポイント

 施設長等のトップが、腰痛予防対策に取り組む方針を表明し、対策実施組織を
作りましょう。

 対象者ごとの具体的な看護・介護作業について、作業姿勢、重量などの観点か
ら、腰痛発生リスクを評価しましょう。

 腰痛発生リスクが高い作業から優先的に、リスクの回避・定見措置を検討し、
実施しましょう。健康管理、教育にも取り組みましょう。

労働災害の具体例


